
7 ３０４号　令和３年（２０２１年）４月２９日発行

竹
内

祐
子

議
員（
共
産
）　
特
別

支
援
教
室
に
お
け
る
自
立
活
動
の

時
数
に
つ
い
て
、
都
発
達
障
害
教

育
推
進
計
画
で
は
、
児
童
一
人
当

た
り
週
１
単
位
時
間
か
ら
８
単
位

時
間
ま
で
と
記
載
が
あ
る
が
、
市

内
の
保
護
者
に
対
し
て
は
、
週
３

単
位
時
間
の
配
分
か
ら
週
２
単
位

時
間
に
変
更
す
る
通
知
が
届
い
て

い
る
と
聞
く
が
、
そ
の
理
由
は
。

教
育
部
長
　
時
数
に
つ
い
て
は
、

対
象
と
す
る
児
童
・
生
徒
の
障
害

の
程
度
に
応
じ
て
設
定
す
る
た
め
、

週
１
単
位
時
間
や
週
３
単
位
時
間

の
設
定
を
行
う
場
合
も
あ
る
。

議
員
　
情
緒
障
害
固
定
学
級
の
設

置
を
要
望
す
る
声
等
に
対
し
、
不

登
校
生
徒
が
登
校
し
、
学
習
す
る

た
め
の
教
室
で
あ
る
リ
ソ
ー
ス
ル

ー
ム
が
有
効
で
あ
る
と
い
う
意
見

が
あ
る
が
、
市
の
見
解
は
。

教
育
部
長
　
リ
ソ
ー
ス
ル
ー
ム
に

つ
い
て
は
、
一
定
の
成
果
を
上
げ

て
い
る
が
、
現
在
、
不
登
校
対
応

の
施
策
を
総
合
的
に
検
討
し
て
い

る
こ
と
か
ら
設
置
の
計
画
は
な
い
。

他�
府
中
市
の
生
活
困
窮
者
支
援
強
化
と

生
活
保
護
制
度
の
幅
広
い
周
知
を
求
め

て

遠
田

宗
雄

議
員（
公
明
）　
持
続

可
能
な
開
発
目
標
（
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
）

で
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
実
現

な
ど
を
目
標
に
掲
げ
て
い
る
が
、

市
の
差
別
問
題
へ
の
取
組
と
Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
の
実
践
の
考
え
は
。

市
長
　
取
組
に
つ
い
て
は
、
平
成

31
年
４
月
か
ら
多
摩
地
域
で
初
と

な
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制

度
を
開
始
す
る
な
ど
、
人
権
意
識

の
醸
成
に
努
め
て
い
る
。

政
策
総
務
部
長
　
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
つ

い
て
は
、
研
修
等
を
実
施
し
て
お

り
、
正
し
い
理
解
な
ど
を
深
め
る

こ
と
が
重
要
と
認
識
し
て
い
る
。

議
員
　
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
指

数
２
０
２
０
に
よ
る
と
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
平
等
の
項
目
に
つ
い
て
、
日

本
は
１
５
３
か
国
中
１
２
１
位
で
、

特
に
政
治
の
分
野
で
は
女
性
の
数

が
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
本
市
で

も
管
理
職
の
男
女
比
率
は
約
９
対

１
と
男
性
職
員
が
高
い
と
聞
く
が
、

女
性
管
理
職
の
比
率
を
高
め
る
取

組
に
つ
い
て
、
市
の
考
え
は
。

政
策
総
務
部
長
　
管
理
職
を
対
象

と
し
た
女
性
活
躍
推
進
研
修
等
を

実
施
し
、
よ
り
生
き
生
き
と
働
く

こ
と
が
で
き
る
職
場
づ
く
り
へ
の

意
義
の
醸
成
に
も
努
め
て
い
る
。

情緒障害固定学級の設置を要望する声等に対し
リソ ース ル ーム が 有 効 で あ る と い う
意 見 が あ る が 市 の 見 解 は

不 登 校 対 応 の 施 策 を
総合的に検討していることから
設 置 の 計 画 は な い

女
性
管
理
職
の
比
率
を
高
め
る
取
組
に
つ
い
て

市　
　
　

の　
　
　

考　
　
　

え　
　
　

は

よ

り

生

き

生

き

と

働

く

こ

と

が

で

き

る

職
場
づ
く
り
へ
の
意
義
の
醸
成
に
も
努
め
て
い
る

常任委員会の審査報告から

特別委員会の中間報告から

厚

生

委

員

会

総

務

委

員

会

第
４
号
議
案

府
中
市
立
体
育
館
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

第
２
号
議
案

府
中
市
附
属
機
関
の
設
置
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

第
５
号
議
案

府
中
市
手
話
の
普
及
及
び
障
害
者

の
意
思
疎
通
の
促
進
に
関
す
る
条

例第
７
号
議
案

府
中
市
環
境
基
本
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

建

設

環

境

委

員

会

文

教

委

員

会

基
地
等
跡
地
対
策
特
別
委
員
会

　
調
布
基
地
跡
地
の
状
況
に
つ
い
て
、
都
か
ら

調
布
飛
行
場
の
自
家
用
機
分
散
移
転
に
係
る
大

島
空
港
の
格
納
庫
整
備
工
事
が
、
緊
急
事
態
宣

言
等
の
影
響
を
受
け
、
工
期
が
１
か
月
ほ
ど
延

伸
す
る
見
込
み
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　
府
中
基
地
跡
地
留
保
地
の
状
況
に
つ
い
て
、

都
の
多
摩
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
ま
ち
づ
く
り

検
討
支
援
モ
デ
ル
事
業
に
お
い
て
は
、
先
行
事

例
を
参
考
に
す
る
な
ど
、
当
該
地
に
ふ
さ
わ
し

い
手
法
の
検
討
を
引
き
続
き
進
め
て
い
く
。

　
ま
た
、
関
東
医
療
少
年
院
に
つ
い
て
、
当
該

地
の
処
分
に
向
け
、
今
後
は
調
査
等
が
行
わ
れ

る
が
、
処
分
の
時
期
等
は
未
定
で
あ
る
な
ど
の

報
告
が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

市
庁
舎
建
設
特
別
委
員
会

　
市
庁
舎
建
設
用
敷
地
の
状
況
に
つ
い
て
、
こ

れ
ま
で
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
を
行
っ
て
い
た

西
庁
舎
玄
関
前
の
南
側
部
分
は
、
令
和
３
年
２

月
上
旬
か
ら
車
寄
せ
及
び
駐
車
場
と
し
て
の
利

用
を
再
開
し
て
い
る
。

　
施
工
者
の
選
定
結
果
に
つ
い
て
、
市
庁
舎
建

設
の
入
札
で
は
、
評
価
値
と
入
札
金
額
か
ら
算

出
す
る
総
合
評
価
値
が
一
番
高
い
入
札
参
加
者

を
落
札
者
と
し
て
い
る
が
、
大
成
・
三
浦
建
設

共
同
企
業
体
が
一
番
高
い
数
値
と
な
り
、
市
新

庁
舎
建
設
施
工
者
選
定
委
員
会
か
ら
同
企
業
体

を
落
札
者
と
し
て
選
定
す
る
旨
の
答
申
が
あ
っ

た
な
ど
の
報
告
が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

学
校
施
設
老
朽
化
対
策
特
別
委
員
会

　
早
期
改
築
着
手
校
で
あ
る
第
八
小
学
校
及
び

第
一
中
学
校
の
改
築
に
伴
う
実
施
設
計
の
概
要

に
お
い
て
、
２
校
と
も
校
舎
棟
と
体
育
館
棟
の

配
置
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
次
期
実
施
校
改
築
事
業
の
設
計
者
の

選
定
結
果
に
つ
い
て
、
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル

方
式
に
よ
り
、
教
育
施
設
研
究
所
・
松
田
平
田

設
計
設
計
共
同
企
業
体
に
決
定
し
た
。
現
在
、

第
三
小
学
校
及
び
第
六
小
学
校
の
設
計
業
務
に

着
手
し
て
い
る
。
今
後
、
２
校
の
配
置
計
画
等

に
つ
い
て
は
、
設
計
者
か
ら
の
提
案
を
基
に
議

会
や
学
校
関
係
者
な
ど
の
意
見
を
聞
き
、
基
本

計
画
段
階
で
決
定
す
る
な
ど
の
報
告
が
あ
り
、

こ
れ
を
了
承
し
た
。

公
契
約
関
係
競
売
入
札
妨
害
事
件
に

係
る
再
発
防
止
対
策
特
別
委
員
会

　
令
和
２
年
12
月
24
日
に
開
催

さ
れ
た
委
員
会
に
つ
い
て
は
、

議
会
事
務
局
か
ら
２
年
12
月
４

日
の
公
判
結
果
の
報
告
を
受
け

た
後
、
本
委
員
会
の
今
後
の
進

め
方
等
に
対
し
て
議
員
間
討
議

を
行
っ
た
。
そ
の
後
、
次
回
の

委
員
会
で
、
倫
理
条
例
に
つ
い

て
の
提
案
を
持
ち
寄
る
こ
と
等

と
併
せ
て
、
再
発
防
止
対
策
に

係
る
課
題
に
つ
い
て
の
進
捗
状

況
の
報
告
を
市
長
部
局
に
求
め

る
こ
と
と
し
た
。

　
３
年
１
月
26
日
に
開
催
さ
れ

た
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
市
長

部
局
に
お
け
る
官
製
談
合
再
発

防
止
対
策
に
係
る
報
告
を
受
け
、

質
疑
を
行
っ
た
後
、
会
派
に
属

さ
な
い
議
員
も
含
め
、
各
会
派

か
ら
倫
理
条
例
の
イ
メ
ー
ジ
案

に
つ
い
て
の
提
案
や
意
見
を
出

し
合
い
、
倫
理
条
例
や
議
会
基

本
条
例
等
に
関
す
る
議
員
間
討

議
を
行
っ
た
。
そ
の
後
、
次
回

の
委
員
会
で
、
今
回
各
会
派
か

ら
出
さ
れ
た
倫
理
条
例
の
イ
メ�

ー
ジ
な
ど
に
つ
い
て
整
理
し
た

資
料
を
基
に
論
議
を
進
め
る
こ

と
と
し
た
。

　
３
年
２
月
26
日
に
開
催
さ
れ

た
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
前
回

の
委
員
会
で
各
会
派
か
ら
提
案

の
あ
っ
た
議
会
基
本
条
例
の
検

証
を
含
め
た
倫
理
条
例
の
イ
メ�

ー
ジ
を
基
に
、
再
発
防
止
対
策

に
関
す
る
議
員
間
討
議
を
行
っ

た
。
そ
の
後
、
次
回
の
委
員
会

で
は
、
本
委
員
会
の
方
向
性
に

つ
い
て
、
出
さ
れ
た
意
見
を
踏

ま
え
、
各
会
派
の
考
え
を
持
ち

寄
り
、
決
め
る
こ
と
と
す
る
な

ど
の
報
告
が
あ
り
、
こ
れ
を
了

承
す
る
と
と
も
に
、
議
会
閉
会

中
に
お
け
る
継
続
審
査
と
し
た
。

　
こ
の
議
案
は
、
朝
日
体
育
館
を
令
和

４
年
３
月
31
日
を
も
っ
て
廃
止
す
る
こ

と
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

　
質
疑
に
対
し
て
、
「
朝
日
体
育
館
の

規
模
や
老
朽
化
の
状
況
等
を
踏
ま
え
て

廃
止
の
方
針
を
定
め
、
こ
れ
ま
で
利
用

者
等
へ
説
明
も
重
ね
て
き
た
上
で
、
廃

止
を
判
断
し
た
」
等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　
委
員
か
ら
、
「
朝
日
体
育
館
の
存
続

を
希
望
す
る
声
も
あ
る
た
め
、
廃
止
の

見
直
し
を
お
願
い
し
、
本
案
に
反
対
す

る
」「
跡
地
の
活
用
は
、
地
域
住
民
の

意
見
等
を
聞
き
な
が
ら
検
討
す
る
こ
と

を
要
望
し
、
本
案
に
賛
成
す
る
」
等
の

意
見
が
あ
っ
た
。

　
審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、

賛
成
多
数
に
よ
り
、
原
案
の
と
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

　
こ
の
議
案
は
、
文
化
セ
ン
タ
ー
の
今

後
の
在
り
方
に
関
し
て
、
広
く
市
民
や

関
係
者
の
意
見
を
聞
く
た
め
、
市
文
化

セ
ン
タ
ー
あ
り
方
検
討
協
議
会
等
を
設

置
す
る
ほ
か
、
現
在
設
置
し
て
い
る
附

属
機
関
の
所
掌
事
項
の
見
直
し
等
に
伴

い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

　
質
疑
に
対
し
て
、
「
文
化
セ
ン
タ
ー

に
将
来
的
に
必
要
と
さ
れ
る
機
能
等
に

つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

設
置
す
る
」
等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　
委
員
か
ら
、
「
協
働
の
拠
点
と
し
て

防
災
等
に
関
す
る
具
体
的
な
議
論
も
し

て
い
た
だ
く
こ
と
を
要
望
し
、
本
案
に

賛
成
す
る
」
等
の
意
見
が
あ
っ
た
。

　
審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、

全
員
異
議
な
く
、
原
案
の
と
お
り
可
決

す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

　
こ
の
議
案
は
、
手
話
の
普
及
及
び
障

が
い
者
の
意
思
疎
通
の
促
進
に
つ
い
て

の
基
本
理
念
を
定
め
、
全
て
の
市
民
が

尊
重
し
合
い
な
が
ら
安
心
し
て
暮
ら
す

こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会
を
実
現
す
る

た
め
、
新
た
に
条
例
を
制
定
す
る
も
の

　
質
疑
に
対
し
て
、
「
手
話
が
２
種
類

あ
る
こ
と
を
定
義
し
た
の
は
、
他
市
に

な
い
特
徴
で
、
こ
の
認
識
で
サ
ー
ビ
ス

提
供
し
て
い
く
」
等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　
委
員
か
ら
、
「
手
話
は
言
語
と
同
じ

よ
う
に
、
保
障
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

こ
の
条
例
を
よ
り
生
か
せ
る
よ
う
に
施

策
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
を
願
い
、
本

案
に
賛
成
す
る
」
等
の
意
見
が
あ
っ
た
。

　
審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、

全
員
異
議
な
く
、
原
案
の
と
お
り
可
決

す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

　
こ
の
議
案
は
、
環
境
に
関
す
る
様
々

な
課
題
を
一
体
的
に
捉
え
、
よ
り
実
効

性
の
あ
る
次
期
市
環
境
基
本
計
画
を
策

定
す
る
た
め
、
策
定
等
に
つ
い
て
の
調

査
や
審
議
す
る
場
で
あ
る
市
環
境
審
議

会
の
組
織
及
び
運
営
方
法
を
見
直
す
こ

と
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

　
質
疑
に
対
し
て
、
「
次
期
市
環
境
基

本
計
画
を
策
定
す
る
に
当
た
り
、
特
に

生
物
多
様
性
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
同

審
議
会
で
議
論
し
て
い
な
か
っ
た
が
、

専
門
性
の
あ
る
委
員
を
増
員
し
、
今
後

は
計
画
の
素
案
策
定
ま
で
行
う
た
め
、

委
員
の
定
数
を
15
名
か
ら
20
名
に
変
更

す
る
」
等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　
審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、

全
員
異
議
な
く
、
原
案
の
と
お
り
可
決

す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

一般質問・常任委員会・特別委員会


